
都市整備局監理対象団体監理委員会の組織及び運営に関する要綱 

 

制定 令和２年３月 30 日 

 

（趣旨） 

第１条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱（令和２年４

月１日施行。以下「条例施行要綱」という。）第４条の規定に基づき、都市整備局に

おける監理対象団体の監理等業務を着実に遂行するため、監理対象団体監理委員会

（以下「監理委員会」という。）の組織及び運営に関して、条例施行要綱に定めるも

ののほか、この要綱に定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 監理委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 条例施行要綱、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指

針を定める規程（令和２年４月１日施行。以下「退職者規程」という。）及び大阪

市外郭団体の事業経営の評価等に関する指針を定める規程（令和２年４月１日施行）

において監理委員会で審議又は審査（以下「審議等」という。）することとされて

いる事項に関すること 

 (2) その他監理対象団体の監理等業務を着実に遂行するために必要な事項に関する

こと 

 

（組織） 

第３条 監理委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。 

２ 委員長は、局長をもって充てる。 

３ 副委員長、委員及び参与は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 局長は総務部事業管理担当課長を監理主幹（条例施行要綱第５条第１項に規定する

監理主幹をいう。）に選任し、監理主幹をもって事務局長に充てる。 

 

（委員長の職務） 

第４条 委員長は、監理委員会の所掌事務を総理する。 

 

（副委員長、委員、参与及び事務局長の職務） 

第５条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

２ 副委員長、委員、参与及び事務局長は、監理委員会の所掌事務について、委員長を

補佐する。 

３ 監理委員会の庶務は、事務局長が行う。 

 



（監理委員会の審議等） 

第６条 監理委員会は、別表２に掲げる審議等事項に応じた関係者が出席して審議等を

行う。 

２ 前項による審議等は、書面による持ち回りで行うことができる。 

 

（実施の細目） 

第７条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。 

 

（監理委員会の公開） 

第８条 監理委員会は、原則として公開とする。ただし、監理委員会の議事に大阪市情

報公開条例（平成 13年大阪市条例第３号）第７条各号に定める情報が含まれる場合

その他公開することが適当でないと委員長が認める場合は、委員長は監理委員会を非

公開とすることができる。 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

（大阪市都市整備局外郭団体監理委員会設置要綱の廃止） 

２ 大阪市都市整備局外郭団体監理委員会設置要綱（平成 19年３月 12日制定）は、令

和２年３月 31日をもって廃止する。 

 

別表第１（第３条関係） 

副委員長 理事 

委員 総務部長 

企画部長 

参与 企画部住宅政策課長 

 

 

別表第２（第６条関係） 

審議等事項 関係者 

退職者規程に基づく

本市の同意を求めら

れたときの審議等 

委員長、副委員長、総務部長の職にある委員、事務局長 

上記以外の審議等 委員長、副委員長、委員、参与、事務局長 


